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第７回栄村復興推進委員会 

 

 

日 時：平成27年５月12日（火） 

午後１時30分から 

場 所：栄村役場議場 

 

１ 開  会 

 

＜総務課長＞ 

第６回から大分時間がたってしまいましたけれども、これより、第７回の栄村復興推進

委員会を始めたいと思います。最初に島田村長からごあいさつ申し上げます。 

 

２ 村長あいさつ 

 

＜島田村長＞ 

皆さん、こんにちは。委員の皆さん方には、大変お忙しい中を今日は出かけていただき

まして、ありがとうございます。今、総務課長言いましたけれども、一応、第６回で、任

期はこの27年の３月31日で終わっておったわけで、今日、レジュメにあるとおり、改めて

また委嘱を申し上げて、４月１日からスタートということになりますので、よろしくお願

いしたいと思います。 

ご存じのように、栄村、長野県北部地震から４年が過ぎまして、村のほうも落ちついて

はきてはいますが、先般、４月30日に知事さんも栄村を視察をされました。これはいろい

ろあると思うんですけれども、震災から４年が経過した村の実情の、視察というようなこ

とでおいでをいただきました。ご存じのように、昨年、大北地域で地震があって、名前は

神城断層地震と言うんですけれども、栄村の地震の復興・復旧の関係を参考にされまして、

仮設住宅等の屋根を自然落下の屋根にしたり、それから風呂も、栄村の場合は追い炊きが

なかったんですが、そういう施設にしたり、いろいろ参考にされておられたというように

思っているところであります。 

今日は、レジュメにありますとおり、一応、この１番をメインにして、森宮野原駅前の

複合施設の建設についてということで、お願いをするわけです。議員の皆さんはご存じで

すけれども、復興事業以外でも村がいろいろ、今年、計画をした事業もいっぱいあるんで

すが、これについて、地方創生絡みの事業もありまして、時間があればまた議論等もして

いただければと思います。 

この森宮野原駅前の複合施設については、26年度の繰越事業でありまして、県の補助金

も内示が、7,000万円をいただいているわけで、早急に進めていかなければいけないと思っ

ているわけです。一応、青写真等ができましたので、今日、初公開みたいなものですけれ

ども、よろしくお願いしたいと思います。一言申し上げ、今日一日、よろしくお願いいた

します。 

また、地方事務所の沖係長さん、お越しいただいていましておりまして、また今まで同
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様、よろしくお願いいたします。今日はありがとうございます。 

 

＜総務課長＞ 

次第をめくっていただきますと、委員名簿がございますが、本日、吉楽委員につきまし

ては、所用がございまして欠席ということでございます。 

では引き続いて、今、村長からお話がありましたように、任期が切れておりますので、

村長から委員に委嘱状の交付をお願いをいたします。 

 

３ 委嘱状交付 

 

４ 委員長あいさつ 

 

＜総務課長＞ 

それでは、相澤委員長におきましては、あいさつとあわせて、職務代理者の指名につい

て、お願いをいたします。 

 

＜相澤委員長＞ 

それでは皆さん、ご苦労さんでございます。栄村復興推進委員会、１から６まで同じメ

ンバーでやって、この後も引き続き取り組むことでございますので、何分よろしくお願い

したいと思います。 

復興も大分落ちついてきたということですが、やはり５年間という復興推進委員会の決

めがありますので、その中で村の復興計画について、点検・アドバイスをまた引き続き行

いたいと思います。よろしくお願いします。 

あわせて職務代理でございますが、名簿の２番目の鈴木敏彦さんにお願いしたいと思い

ます。 

 

５ 議  題 

 

１）森宮野原駅前複合施設建設について 

 

＜相澤委員長＞ 

それでは議事のほうに入ってよろしいでしょうか。それでは議題のほうに入りたいと思

います。まず１番のことでございますが、森宮野原駅前複合施設建設についての議題をお

願いしたいと思います。では説明をお願いいたします。 

 

＜産業建設課長＞ 

ご苦労さまでございます。前回、第６回、平成27年２月10日以降、現在に至るまでの経

過を報告させていただき、あわせてまた皆さん方からアドバイスをいただければというふ

うに思います。お手元の資料の３ページをごらんいただきたいと思います。 

経過報告ということでございます。２月10日、当推進委員会におきまして、当該事業の
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概要説明をさせていただきました。また、23日には、議会全員協議会が開催されまして、

そこでも事業概要について説明をし、この日、さまざまな案件があるという中で、当該駅

前複合施設につきましては、25日に協議をいたしました。その際、議会側からは、学童ク

ラブのあり方、また庁内検討が不足ではないかというような意見がございました。 

３月６日、定例議会がございまして、26年度補正予算、先ほど村長からもお話がありま

したが、繰越事業ということで、26年度予算に当該事業費を計上し、27年度へ繰り越すと

いうことで、入札させていただきました。総額で２億2,036万円でございます。これは、設

計・管理委託、それから本体工事等でございます。この審議の中でも同様、学童クラブの

必要性、また関係地主及び住民との調整等の早急な実施をという意見がございました。審

議の結果、繰り越しについては、予算は可決承認をされ、27年度実施ということになった

わけですが、それに至るまで、議会と調整をしてくださいということでございます。 

そして、それと並行し、それまで土地の関係、それから施設内部全体の関係、それぞれ

担当部局等と検討をしてまいりました。その中、３月24日に絵手紙株式会社さんが見えら

れ、ほかにもご相談があったわけですが、要は駅前複合施設建設事業について、協議をさ

せていただきました。そして翌日、庁内検討会ということで、各課それぞれ検討結果を持

ち寄る中で、経過の確認、また機能の整理等をしたところであります。 

これを受け、さらに内容を詰めましょうということで、４月15日、庁内検討会を行いま

した。この日の検討会は、午前中であったんですが、午後、当初、計画をしておりました

場所の土地所有者の方、それからその土地を実際に借りている借地の方々、それぞれこち

らのほうに来ていただきまして、建設予定地について協議をさせていただきました。 

その中で、今回の複合施設建設そのもの、全体的な森集落そのものの、また駅前という

立地条件の中で、唐突な話で、借りている自分たちにとってはあまり効果が期待されない。

また地域活性という部分でも、まだまだ全体構想的なものが見えない中では、これに賛同

するわけにはいかないということで、現在、お借りしている土地そのものをこの建設予定

地としてＯＫするということはできないという、土地使用についてはだめですよというお

答えがございました。 

これを受け、４月22日、議会全員協議会の中でもその経過報告をさせていただき、建設

予定地については、当初、予定していた場所は断念し、旧ＪＲ敷地、これを取得済みであ

ります。そちらのほうに建設位置を変更するという説明をさせていただきました。その際

にも、機能性並びに管理体制、それから観光窓口の一元化というようなものもぜひ検討の

中に組み入れてほしいという意見が出されております。 

５月１日に、再度、庁内検討を行いまして、機能の検討ということで、それぞれ各スペ

ース等の位置づけ、考え方等を協議したところであります。そしてその際、学童クラブと

子育て支援という中で議論がされまして、７日の政策会議、ちょうどゴールデンウィーク

に入った休み明け、政策会議におきまして、当該複合施設の中の学童クラブの入居につい

ては、実施をしないということで決定をいたしました。そして、昨日、これらを受ける中

で、再度、機能的な部分、地形的な部分を含めた検討会を実施したところであります。 

よって、大きくは、場所が移動になったと。加えて、スペース的には、前回、ご説明を

させていただきましたが、大きくは復興計画にうたっているそれぞれの目的に沿う中で、

４つの機能を持った複合施設ということで、そこに掲げております、森林の情報発信機能、



 - 4 - 

それから震災復興展示機能、さらに観光情報発信機能、あとは子育て機能ということで、

この４本柱の中で、複合施設建設を進めていきたいということでございます。 

それぞれのスペース、機能等について、若干ご説明をさせていただきたいと思います。

お手元の資料の４ページをごらんいただきたいと思います。計画の平面図ということで、

まだ素案段階であって、最終決定ではございませんが。下のほうが１階部分、上が２階部

分ということで、１階部分には、向かって右側のほうから震災復興の展示ほかのスペース。

それからその中ほどに観光情報発信機能を持ったスペースをレイアウトし、また左のほう

には子育て支援ルームということで、ここを子育て支援の活動拠点としようということで、

ここの管理運営については、プライバシーのことがあって、入り口も分けた形で考えてお

ります。 

一方、２階部分でございますが、ここは森林情報の発信基地ということで、木材、生産

物等、展示、また林業労働者の相談窓口、さらには会議室等を配置をしたいというふうな

形あります。 

具体的にそれぞれのスペース、どのように利活用していくかということで、最初に木

材・林産物等、森林情報発信機能ということで、説明をさせていただきたいと思います。

村の森林整備事業は、栄村森林組合が主体となって、現在、進めているわけでありますけ

れども。ご存じのように、事務所が震災で倒壊し、また、あるいは土石流の発生によって、

事務所が再度被災をしたということで、現在、旧北部小学校のほうへ行っているわけです

が。組合員からも、早急に事務所を建設し、交通の拠点でもある森地区へぜひ再建してほ

しいという願を上げくる中から、この駅前への施設建設ということが、村長のところにも

要望陳情があり、また村も、就労施設という位置づけの中でも、早期の復旧を図りたいと

いうことでございます。 

森林整備のみならず、現在、木質チップの製造事業等を行っておりまして、今後も期待

ができる、また進めていただければと、そういった部分で地域活性化をあわせて、今後の

拡大ということでも、その拠点施設として機能を発揮していきたいということで計画をし

ておるところです。 

ここでは、搬出材、またバイオマスエネルギーとしての原料活用という部分で、非常に、

現在、がんばっていただいているわけですけれども。白鳥に木質チップの製造施設も進め

てきております。また、本年度、民間事業者による発電施設計画も話が出ております。今

後ますます木質チップの需要が増える。そういった中で、業務拡大の部分では、林業従事

者の確保という中で、年々、高齢化が進んでおりますが、事業後継者の確保、雇用の場の

確保ということで、当該施設が組合の事務所を機能する形で位置づけたいというふうに考

えております。 

施設には、木材・林産物等の展示はもちろんでありますけれども、就労相談スペースと

して、組合員の方々に気軽に立ち寄っていただき、林業等の相談窓口の機能を有した施設

につくり上げていきたいというふうに考えております。いずれにしましても、組合運営し

ていく中で、組合員に気軽に立ち寄っていただける、そういったオープンな場所が必要と

いうことで、当該スペースは森林組合を中心とした産業スペースと、また、会議室等につ

きましては、広く村民、住民の方々に活用していただけるように、多目的に使える会議室

ということで、計画を進めたいというふうに思っております。 
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以下、それぞれ機能的なスペースをとっております。各関連する担当課のほうから、そ

れぞれ説明をさせていただきます。では震災復興展示、観光情報発信等につきまして、総

務課長のほうから説明をさせていただきます。 

 

＜総務課長＞ 

では私のほうから、長野県北部地震の震災の展示ということについて、説明をさせてい

ただきます。本村は４年前の３月12日に長野県北部地震で大きな被害を受け、そこから復

旧・復興へと、住民ともども歩んでまいってきております。その状況は、手探り状況の中

で、現在まで来ているというふうに思っておりまして。幾多のけんけんごうごうの議論の

中で現在に至っているということは、全国の皆さんから大きな支援を受けた、この栄村の

復興の歩みを後世に残し、さらに全国の皆様に伝えていくということが、本村にとっても

必要な場であろうというふうに思っています。 

現在、できているものについては、復興計画、そのものの計画書。それから震災記録集、

村民の震災体験記、それから震災のパネル、ＮＰＯの復興への歩み、こういった書物的な

ものが発刊され、寄贈されておるところでございますけれども。そうした取組を一体的に、

時系列的に集約をして、発生から復旧・復興へという流れの中で、それぞれ、皆さん、４

年前から記憶をたどっていただければ、例えば家が、もう全壊の家を壊して更地にする。

それから復興住宅を建設して移り住む。そこから復興集落へというような、それぞれの流

れがあるわけですけれども、非常にそういった場面場面が大きく変化するところが多々、

復旧・復興の流れの中であったというふうに私自身は理解をしております。そのポイント、

ポイントを非常にある意味でわかりやすい方法で表現しながら、後世に伝えていくことが

必要なんではないかというふうに思っております。それがまた栄村が歩んできた歩みだと

いうことになっていくんだろうというふうに思っております。 

加えて、年前の12月22日には、日本ジオパークに認定を、津南・苗場山麓ジオパークと

して認定をされております。そのジオパークについては、４年ごとの認定の見直しという

ものがあります。ジオパークの活動の一つとして、大地もＯＫですので、当然、震災、こ

ういった防災という面は切っても切れない流れの中にあるわけでございますので、防災学

習の推進という柱がジオパークの中にもしっかりと位置づけられておるところでございま

す。そうした、先ほど申しました後世へ伝える、北部地震というものを伝えていく場と、

それから防災学習の推進という２つの大きな機能を有する震災復興の展示を、本施設に設

けていきたいというふうに考えております。そうした流れの中で、当然、村外の人たちに

震災復興の歩みを見ていただくということは、村内へのお客の呼び込み等にもつながって

まいります。観光機能と、それからジオということの中では、観光機能と有機的につなが

る施設であろうというふうに思っております。 

また、この復興と震災の展示の中では、やはりただ見てもらうというだけでは、理解を

正しくしていただくということの中では、やはり不足する面がございます。その説明をし

っかりしていくということがまた必要になってまいります。こういった面では、ジオもま

た、ジオサイトの説明をしていく機能ということで展開をしております。そうしたところ

も大きく似たり寄ったりのところがあるというふうに理解をしておりますので、こうした

観光的な動きと震災の今までの経験を踏まえる中で、一体的に取り組んで、村への誘客へ
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の一助にもつながるというふうに思っております。 

話は若干変わりますけれども、27年度については、種々報道されておりますけれども、

日本全国の自治体の人口が減っていくということの中で、地域創生をいかにしていくかと

いうことが、本年、取り組んでいく一つの流れの中にあるわけでございますけれども。そ

うした中で、定住人口、交流人口、移住人口等、いろいろな人口の捉え方はありますでし

ょうけれども、交流人口というものの位置づけも、今後、大きくなってくるというふうに

理解をしております。そういった意味で、今年度、栄村へ誘客を呼び込むと。３年前から

３億円事業として取り組んできている部分もございますけれども、地域創生という部分か

らもそうした展開を進めていくということで、予算化をしたところでございます。 

そうした動きの中で、交流人口、いわゆる観光部門のてこ入れを強くしていく必要があ

るというふうに認識をしておりますので、本施設もそういったところのことを担える施設

であろうというふうに思っておりますので、そういったところで活用していけるんではな

いかというふうに思っておるところでございます。雑駁でございますけれども、震災展示、

それから観光部門の２つの大きな流れの中での説明とさせていただきます。 

子育て部門については、健康支援課のほうより説明します。 

 

＜健康支援課長＞ 

健康支援課の石沢です。よろしくお願いいたします。それでは子育て支援機能というこ

とでご説明をさせていただきたいと思います。震災復興計画の基本目標、「震災をのりこえ、

集落に子どもの元気な声が響く村を」ということでありまして、子どもの元気な声が響く

ようにするために、子育て支援の機能を持たせた施設ということで計画をさせていただい

ております。 

現在、村内のお子さん、残念ながら出生はここ数年間一桁というような状況が続いてお

ります。ただ、村内に嫁がれた若い奥さん方も、大変遠くのほうからも嫁がれてきており

まして、なれない環境、そして知り合いが少ない中での子育てと、今、大変でございまし

て。保健婦が、現在、中心となって、子どもの健診、それからあと予防接種などのさまざ

まな機会を通じて、若いそういう嫁さん、ママさんと交流をする中で、そういうママ友と

いいますかね、知り合いをこう広げるようなアクション、仲介などもやってきております。 

そういうような中から、気軽に集うような場所というようなことの話が出てまいりまし

て、25年度から、診療所の２階に集団検診室という部屋がございます。そこを開放して、

お母さんたちの交流の場として開放はしてきたんですけれども、その部屋が空いていると

きしか使えないというような問題。それとあと、すぐ隣が歯科の待合所というようなこと

で、壁１枚を隔てただけでございますので、子どもの声とか、中の話し声なんかも外に出

てしまうというようなことから、今度、専用の子育て、それからあと交流の場としての活

動のできる部屋を設けたいというような計画にしております。 

この４ページの図面をごらんいただきたいと思いますが。左側のその子育て支援ルーム

という、ここに黄色くなっている部分のところでありますが、専用の玄関が左端に設けて

あります。こういうものを設けることによって、利用するママさんたちのプライバシーも

より守られますし、気軽に集いやすくなるとこういうぐあいに考えております。 

また、場所が森の駅前ということでありますので、駐車場の問題、それからあと近くに



 - 7 - 

森の公園などもございますので、親子で集えるような環境は整っているんではないかと、

このように考えております。 

あと、村のほうも、こういうような部屋を利用しながら、予防接種とか健診というのは、

どうしても診療所で行わなきゃなりませんけれども。離乳食教室とか、子育ての関係の講

演会など、こういうのもこういう施設を利用しながらやることによって、新たな利用者の

発掘にもなりますし、ＰＲ活動にもなっていくんではないかと、そういうような期待もし

ているところでございます。以上でございます。 

 

＜相澤委員長＞ 

あと観光案内所的な、何かそれはあるんじゃないですか。 

 

＜総務課長＞ 

観光機能としては、当然、観光案内、そうした観光情報の一元的な発信機能というもの

を備える必要が当然ございます。先ほど申しましたように、交流人口、観光も寄与してい

るといいますか、交流人口を多くしていくためには、そうした外からの問い合わせに対す

る的確な対応、それからこちらから村内への誘客を呼び込む情報発信、こうした総合的な

流れをつくっていく必要があるわけでございますので、そうした機能をこの１階部分のと

ころへ設けたいというふうには思っております。 

ただ、現在の栄村には、行政の観光部門、それから一般社団法人の公社による観光がご

ざいます。それから観光協会というところの団体。そういったものがそれぞれございます。

ございますが、それぞれ立ち上げについては、それぞれの機能という部分で立ち上げてき

たものでございますけれども、そこの辺を、今後、整理をする中で、観光の情報発信等の

一元化を図ってまいり、観光の強化というものを、今後、図っていく必要があるというふ

うに思っておるところでございます。以上です。 

 

＜相澤委員長＞ 

ありがとうございました。駅前の複合施設についての説明をただいまいただきましたが、

皆さんお聞きになって、ご意見、点検側でご意見などお願いしたいと思います。どうでし

ょうか。 

 

＜鈴木委員＞ 

ちょっといいですか。とりあえず２点、最初に聞いておきたいと思うんですが。いろい

ろ紆余曲折はしてきて、どうしてもつくるという提案があったわけですけれども。本当に

この複合施設をつくったら、村は活性化するのかと。ここのところが、いつも説明が明快

でないんですね。ですから、土地関係の人たちに説明をしたときに、理解が得られない、

土地がうまく借りられないと。そういう状況の、今、報告もありました。ですから、この

施設をつくれば、本当に村が活性化するのか、これが一つです。 

それから、この複合施設にたくさんの人たちが入るわけですが、主に誰が責任を、管理

運営するのか、とりあえずその２点をお聞きします。 

 



 - 8 - 

＜相澤委員長＞ 

これは、ではお答え願うということで。 

 

＜鈴木委員＞ 

まだたくさんありますけど。 

 

＜相澤委員長＞ 

ただいま鈴木委員から、建設に向けて村が活性化するかということと、誰の所管でとい

うことですが。この辺はどうでしょうか。 

 

＜産業建設課長＞ 

活性化、建物ができたから活性化ということではなく、これをどう活用し、そこを利用

する方々がというか、それによって活性化が生じてくるわけで。前にもご指摘もございま

したが、こういったところを基本的には365日稼動することによって、より一層効果が出る

んだろうというふうに感じます。現状、駅前商店等々を見ると、日曜休業というところが

ほとんどであります。この辺も、経営的な部分で調整がとれれば、やはりそういった営業

的な部分での利活用、活性も出てくるでしょうし、また地域創生的な部分では、本年度、

新たな商品づくりを、ご存じのようにここで計画しておりまして、そういったものも、こ

の施設を中継所として利活用することによって、人の通りが増加する、また増加させなけ

ればならないわけで、そういった中で地域商店も含めて活性が図られていくんだろうとい

うふうに、またしなければならないというふうに考えております。 

いかんせん、人が動かない限り、なかなか目に見えた活性というのが出てこないという

のが実態としてあるわけで、その辺が、この施設とこれを利用する方々、またその周辺に

ある商店等が、いかに有機的に結びついていくかというところが大きな鍵になるだろうと

いうふうに考えています。 

そういった部分で、管理運営という部分では、やはり365日が理想なわけで、また第三

者的に管理委託を行うということではなく、村直営的な管理運営、逐次、ここに入ってい

る方々に委託をせざるを得ないという場面もあるでしょうが、基本的には直営という形の

中で管理運営ができればいいなという方向で、今、内容を詰めているという状況です。 

 

＜総務課長＞ 

ちょっといいですか。 

 

＜相澤委員長＞ 

はい、では総務課長。 

 

＜総務課長＞ 

今、お配りをした写真でございますけれども、これは旧山古志村の山古志支所に隣接す

る旧村民会館だと思いますけれども、そちらを、今、改築をいたしまして、復興展示館と

いう名前でＮＰＯが管理運営しているところです。今は時系列の項目、それからそれぞれ
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いろいろな展示をしてございますけれども。こちらのほうは大分お金がかかっているなと

いうふうに思います。特にプロジェクションマッピングという映像施設もございまして、

これについては、ＪＲさんなども相当べた褒めで宣伝をしております。こういった状況の

中で、年間３万人くらいは来場されているようでございますけれども、ただ、温泉がこの

旧山古志にはないということの中で、泊まりという部分については、その温泉のあるとこ

ろのほうへ移動してしまうということで、せっかく見えられた方々がこの旧山古志に泊ま

ってお金を落としていただけないというところが最大の悩みというふうにはおっしゃって

おりました。 

ここでは、この村民が、展示の横でパソコン教室ですとか、そういったことをやりなが

ら、明るくわいわいとパソコン教室をやっているというようなことをお聞きしたところで

ございます。以上です。 

 

＜鈴木委員＞ 

活性化の話をすると、同じような回答が返ってくるんですが、私は、直売所の運営を見

ても、やはり関係する団体や人たちの事前の話し合いや詰め方が極めて甘いと。できてか

らやりますと。それから商工観光課、公社ね、観光協会、これも行く行くは一元化してい

きたいみたいなね、そういう、何というか、ぬるい話なんですよ。それをつくるためにど

うするのか。 

一つは、道の駅のあの流れをこの中にどう取り込むかというのを、一つ研究しないとだ

めですよ。今の状況において、建物ができて、こういう施設を置いたから人が来るなんて、

とんでもないことです。 

それともう一つやられてないのは、ジオパークは認定されました、新幹線が飯山駅に着

きます、「おいこっと」が来ます。私は、「おいこっと」を、日曜日に２回来て、駅前で、

降りた人と、十数人と話をしました。それで栄村は初めてですか、それからどこから来ま

したか、そういう問いかけをして。でもジオパークにされようが、振興公社、観光協会、

誰一人として、せっかく停まってくれるんですよ、10分間ね。ちょっとそこに「歓迎」と

いうふうな旗でも持って、よく栄村に降りてくれましたと、会話をすれば、ちゃんとパン

フも持っていくわけですよ。それで、そういう関係者がもうちゃんとパンフを一セットに

して、降りてくれた人に手渡すと。既にそういう活動していかなくちゃだめなんですよ。

家ができてから、ではそろそろやりましょうなんていうんではだめなんです。 

それでこのジオパーク問題も、なぜこんな話をするかというと、富岡製糸が世界遺産に

認定されたとき、私、１カ月後に、ある群馬県の駅、２つ降りました。そうしたら、もう

みんな、８人ぐらいがはっぴを着て、認定されましたって、ものすごく遠い駅ですよ、富

岡よりも。水上に近いほうの駅で、はっぴを着て、ぜひ来てくださいと。そういう運動を

展開しているんです。だからジオパークになった、なったなんて言っていたって、何のア

クションも起こさないというのは、全然遅れていると。この施設をつくってからそういう

ことをやりましょうというこの提案では、もう同時にやっていくと、できるところからや

っていくと、そういうその動きをつくらないと、どうしても聞いていると、建物が先で、

ではそれをつくった後で考えましょうなんていう、もう何年もそれでは過ぎてしまうんで

すよ。だからそういう提案を、やっぱりこうあわせていつもやってほしいと、私はそうい
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う話をしているんですけれども。 

そういうふうにやって、例えば観光協会なり商工観光課、公社が、土日の休みを誰かみ

んな順番を決めて、１時間かからないわけですよ。８分ぐらいしかないんだから。それに

２、３分、会話をして、どういうお客が来るのかと。飯山なんか、非常に苦戦しているわ

けですよ、できたけれども、ちっとも降りてくれないと。そこをこっちに持ってくるとい

うのは、やっぱり至難のわざなんですよ。そういう研究もあわせてやらないと、建物はで

きて、こういうのをつくりたいとか、子どもの声が響くなんてことだけ言っているんでは、

全然役に立たないんですよ。それであんな奥まったところにできたら。だから、そういう

やっぱりこうソフトの面を相当やらないと、家ができたから関係者が集まって、これから

どっこいしょやりましょうなんていう計画では、私は全然こうだめだと。並行してやりな

さいということをちょっと言っておきたいと思います。 

 

＜相澤委員長＞ 

今、鈴木さんの意見が出たわけなんですが、建設する場よりも復興推進委員の皆さん方

が、今、鈴木さんの意見を聞いて、どうあるべきだと。それにまたプラス、そうでもない

ようなことも、当然、考え方があると思うんで、この辺、皆さんでちょっと議論したいと

思うんですが、いかがでしょうか。 

 

＜安藤委員＞ 

私は、これを駅前に建てようというときに、ぜひお願いしたいという形で、少しでも地

域の、駅前の活性化のためには必要だろうということでお願いして、その中に入ってご相

談をいろいろしてきたわけなんですけれども。その時点で、今、ここに建てようとしてい

るこの場所では、観光関係のものは、ワンストップ事業なりを入れるとしたら、この場所

ではちょっと駅からは遠過ぎてだめだということで、それで、今回、土地使用はだめにな

りましたけれども、その場所に建てようということでずっと進めてきたわけなんですよね。

そうじゃないと、やっぱりお客さんの立場になると、あそこまで行くのにあまりにも距離

があり過ぎて効果がないじゃないかということなんですよね。 

ですから、そこに建てるのは、その森林組合さんはそうやって震災のおかげでどうしよ

うもなくなって、何とかしなくちゃいけないって、それはわかりますから、そういうもの

はいいんですけれども。村のほうの立場としては、それにあわせて補助金をいただかなけ

ればあれはつくれないというようなことで、いろいろ話した中で、がんばろう店の隣にや

りましょうとこういうことで、話は決まったわけなんですよね。ところが借りている皆さ

んがそうやって反対だとこういうことになって、ではしようがないからあそこへつくろう

って、何かそういうふうに見えちゃうんですよね。 

るる、今、課長さんのほうから説明があって、これを建てて復興していこうと。今、言

ったような方程式といいますか、説明のようなやり方でやっていけば、お客も少しでも利

用して復興のためにもなるだろうということで言っているのかもしれませんが、大前提が

違うんじゃないかなと思うんですよね。ではどこだっていうと、今、なかなかその場所も

見つからないんですけれども、あそこではだめだということだけは言ったと思うんですよ。

その辺は根本的な問題なんで、どういうふうにしていいか、私としては。ここへ建てるか
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ら、ではこれ、いいじゃないかとも一概に、もう初めに大前提でだめだといって言ったも

のですから。ここに建てるんだといったときには、はい、賛成ですとは言えないような立

場です。 

 

＜相澤委員長＞ 

ほかの委員の皆さん、どうでしょう。今日、冒頭に説明があったとおり、森林組合さん

は、拠点を設ける場所がないというのがあって、それは大きな課題だと思うんですけれど

も。また、復興展示に関して、３.12の、やはり復興展示が、３年、４年目になってもまだ

できてないという。これは、そういう現実があると。観光的な窓口からすれば、スキー場

に観光課がいて、ウインターシーズンはいいとしても、グリーンシーズンに向けては、ど

うも窓口が離れているという、こういう課題も出ていると。お母さん方の話も似たり寄っ

たりで、現実的にそういう空間があれば、もう少しというようなことになろうかと思うん

ですが。その辺、個々で考えると、それぞれ必要な部分が出てくると。それを総合させる

と、やっぱり運営から含めると、本当に活性化するのかっていう、そういう疑問が出てく

るわけなんですが。どうでしょう、ばらばらに考えてみれば、それぞれ機能を持たせてや

れば、必要な部分が当然出てきているので。どうなんでしょうかね。 

 

＜鈴木委員＞ 

ちょっといいですか。今、大変また問題が出てきてね。地元の人はあれじゃだめじゃな

いか、こう理解がもらえない中で、例えばもう26年度事業で、もう県も承知しているから、

何もしているからって、もうある意味では突破せざるを得ないと、村の側はね。そういう

提案ですよ、この中身を見れば。実態は、地元もまだ「うん」ってなかなか言い切れてな

いと。そこに入る関係者だって、ここに入ってこういう観光事業をやっていくんだという、

ビジョンもないわけですよ。これからということで、全部説明がね。建物だけはつくっち

ゃいましょうという、やっぱり、単純な言い方をすれば提案なんです。 

ですから、私はこの震災復興の展示だったら、私は道の駅か直売所の２階を使えば、あ

れだけ人が来るんですから、もっと見ますよ、はっきり言って。この駅の１日60人とか50

人しか使わない駅のところに置いて、見てくださいというんじゃなくて、もう１日何千台

って通って、あそこに停まった人は、そうすると産直とも、私は道の駅の売上だって変化

してくると思いますよ。こっちの端っこにスペースを置いてね。あの流れをやっぱり変え

ない限り、駅に降りる人たちだけでは大変なわけです。 

それで絵手紙全体を見ても、下降傾向だと思っています、全体の傾向としてね。そうす

ると、なかなかこう奥に入ってこないと。そういう研究を、私はやっぱりして進めていく

と。私は、森林組合さんはつくっていいと、ある意味では思います。でもこういうふうに

固定しないで、例えばお母さんたちがどうしてもほしいんだと、だからつくってくれと。

そういう強烈な要求が出ているのかどうなのかね。私、何人か話したけど、なかなかそこ

までこんなスペースで運営するというのは、これも大変ですよ、聞いているとね。だから、

ある意味では、もうオープンスペースにしておいて、私はつくるんであれば。そしてこう

いう人たちと詰めながらそこを整理していくと。 

もう最初からこう固定してこうやって決めていくと、それでこの図面を見ても、すごく
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気になるのが、資料のスペースがあるけど、これ、どこを上がって、かなりこう自由な感

じで入れないと。それで、これでいくとトイレも使えないと思います、この展示を見に来

た人。駅にはトイレがありますけど、あのトイレも使い勝手が悪い。この中にあるトイレ

そのものは、よそから見学に来た人は、ちょっと使えないんじゃないかなと、この図面を

見るとね。だから、どうも課長の話を聞いていたら、私はその震災の倉庫になるんじゃな

いかと、悪い表現をすれば。この設計図から見てね。やっぱり人が自由に出入りできる雰

囲気はないですよ、事務所の横を通って、何となくこのチラチラ見るので。だってこれ事

務室って書いてあるでしょう。そこの横を通らざるを得ないでしょう、これでいくと。だ

からトイレなんか使えないですよ、これ。入らないですよ、事務所の横だもの。 

 

＜島田村長＞ 

違いますよ、その１階の震災記念館の上が玄関、風除室。 

 

＜相澤委員長＞ 

玄関ですね、風除室はね。 

 

＜島田村長＞ 

そこから入るんだから。 

 

＜鈴木委員＞ 

これが玄関、でもトイレは使えないな。 

 

＜島田村長＞ 

トイレは奥だからね。奥っていうか、トイレはどこかへ移してもいい。 

 

＜鈴木委員＞ 

それはいいんですが。私は、一番言いたいのは、そういう使う人たちの、まだ総意や意

欲が感じられないということです。 

 

＜相澤委員長＞ 

観光案内的な戦略みたいなのは、その構成でありますか。観光課のほうで。 

 

＜鈴木委員＞ 

仮定の話だけど、今、土地を貸さないと言った人たちが、あそこに何かつくりたいって

なったとき、その建物を建てたり、駐車や何かでこう、トラブルみたいなのは起きない、

そんなふうにも思うんだけど。何か活用したいといって、自分たちのスペースにまた何か

建物をつくりたいとなったとき、今、つくる複合施設とのかかわり合いがすんなりいくか

どうかと。そういうのもちょっと頭をよぎるんです。だから貸さないということは、多分、

目的があって貸さないんだろうと。そういうことも、私の頭の中にはチラチラとよぎるん

ですが。 
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＜島田村長＞ 

駐車場はそう言えないよね、駐車場は。だから、その人たちが建てて、駐車場を使っち

ゃいけないというわけにいかないよね。村営の駐車場だからね。それは、今、鈴木さんが

言うように、確かに建てれば、人が来れば車を停めるよね。 

 

＜安藤委員＞ 

ただそれ、人が来て停めるだけじゃなくて、例えば、今、更地になっているところに建

てた場合に、建てた場合に、ではあそこ駐車場になっていて、ここはうちの玄関だからと

いうのは、もう車は停められなくなるんですよね。そこら辺がどの程度まで許されるのか

どうかというのがあると思うんですよ。 

昔、あそこにああいう形で車庫とか物置きで使っていた時点では、まだまだ、常時とか

そういう形はなかったわけで。それが新たにもしあそこにそれなりにもうつくって、うち

の前のところに停めないでくれなんていったら、今度、村営の駐車場としての形は成り立

たなくなっちゃいますよ。 

 

＜島田村長＞ 

前の、ほら物置きのときは、そういう条件できっと駐車場にしたんでしょう、私はよく

わからないけど。停めてもいいよということで。あれはきっと停めていいということで、

承諾したんじゃないかな。 

 

＜安藤委員＞ 

というか、あそこ何ですかね、日通さんのほうは、肥料とか何かつくられているという

んで倉庫にしていたわけですよ。奥は米倉庫の形だったんですけれども。その後、何年過

ぎたかちょっとわかりませんから、その時点ではなくて、それから後になってから、日通

さんは、その自分側のほうですね、通路の左側のほうには、常時停められるようにという

ので、それであそこのところを何かの形で調印した。村もかかわっているんじゃないかな

と思いますけれどもね。でも、今もうそれがなくなったから、それはもうなしということ

でいいんじゃないかと思うんですけれども。ただ、今度、新規でもしあそこにそういう形

で建つという形になった場合に、どうするんですか。 

それと、ついでですから、皆さん、みんないる中で、復興と関係ないかもしれないけど、

一言。何回も言っているんですけれども、あそこの駐車場は、村営で駅前の皆さんも百何

十万円という金を出して、それで出せということで、協力しろということでつくったわけ

ですけれども。今の使い方とすれば、本当にあのレベルが低いというか、勝手に使う人は

もうどんどん使っちゃっているという。冬期間、車をあそこに置きっ放しとか。管理が非

常に、村の村営駐車場としては悪いと思うんですよ。それでやっぱり置く場所がないなら

ないなりに、私はその一画、冬になればもう空いていますからね、どんどん。いっぱい空

いていますから、その一画をちゃんと管理して、そこで金をもらってやらなければ不平等

ですよ。それをまたその運営費に充てるとか、いろいろやり方はある。そういうところを

もっときちっとやらないと、利用している人は、それで、冬場はそこを駐車場にずっと使
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い放しですから。 

 

＜島田村長＞ 

そうそう、雪の中へ幾ら停まっていたって関係ないから。 

 

＜安藤委員＞ 

見ればわかるんですよ。そういう管理も、ろくにと言っては失礼ですけれども、本当に

してない中で、今度、もしそういう形になったときには、あそこをどういうふうに使うの

かなと思うんですよ。ちょっと関係ないことですみません。 

 

＜相澤委員長＞ 

はい、駐車場は駐車場で、今の意見はまたちょっとそこへ置いておいていただいて。駅

前の関係で、さっき観光課で戦略的に何かあれば、鈴木さんから何もないんじゃないかと

いう話もあるんですけれども。反論じゃありませんが、何かないですか。 

 

＜島田村長＞ 

さっきの鈴木さんが言うとおり、これからということでやっているから、まだこれから

ですよ。 

 

＜鈴木委員＞ 

だからそれでは遅いと言っているんですよ。 

 

＜島田村長＞ 

さっき課長が説明したとおり、森林組合をつくらなきゃならないということから始まっ

た話なんで。それでは、国・県の補助金をもらうには、森林組合ではだめですよとこうい

うことなんですよ。それなんで複合施設ということで考えたということなんですよね。 

 

＜鈴木委員＞ 

だから、それは蒸し返さないけれども、一つの団体の組合事務所というのは、その組合

のお城であって、それを行政が建てるということはほとんどないでしょう、調べたけど。

やっぱり自分たちの城は自分たちでつくると、基本はね。それで足りない部分を、例えば

どう支援してあげようかとか、何をしようかというのならわかるけれども。そのためにみ

んな、組合員さんから積み立てをしたり何かしたりして、その将来、こういうふうに建て

ようっていうのが基本なんですよ。要求があるならそれをつくって、私なんか、無理と複

合施設にするところに問題があるんじゃないかって、ずっと言っているわけですよ。無理

と入れているから、何も考えてないわけですよ、どういうふうな、これからやっていこう

かというのがね。これからだということしかない。 

 

＜桑原委員＞ 

当初、自力で補助金をいただいて建てようかという検討をしてまいりましたが、なかな
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かいい補助制度がなく、村の皆さんにお願いしたわけです。当初、そのＪＲの土地でお願

いし、森の地区の皆さんと話し合いをしてきて、安藤さんがおっしゃいましたけれども、

複合的になるとやっぱり、計画を進めてきたところが一番じゃないかということで、私も

ベストだと思います。それがだめだったということなんですけれども。自力でも建てよう

ということで、積立金を積み立て始めたことも確かであます。本当に組合員の皆様にご不

便をおかけし、今日も組合にみえられた方が遠いなとおっしゃっております。組合として

は、ぜひ建設をお願いしたいと思うわけです。 

この建物が、１階に関して申し上げますと、まだ管理者もはっきり決まってないという

ことであります。事務所がちょっと狭くて、観光を一元化にするということですが、入る

団体がちょっと限られてくるかなとも思います。 

 

＜安藤委員＞ 

では同じ話なんですけどね。そういうことで、複合的につくりましょうというので、そ

れはもう話、私たちもそこへ入ってやってきたわけなんで。そのときに、ワンストップ事

業を取り入れて一体になってやっていこうと。それから、その後にできたプラットフォー

ム設立準備委員会等をつくって、やっぱり一緒にやって、窓口、お客さんのためにはそう

しなきゃだめだといって言っているのに、中が、今聞いても何か全然まとまっていないと

いうような話なわけですよね。観光課、公社、これが一体にならなくちゃ満足いかないん

じゃないかなと思うんですけれども。そこら辺がまだできてない。そして、今、森林組合

長が言ったように、このくらいのスペースでは、とてもじゃないけれども受け入れ体制な

んかとれるようなものじゃないですよね、きっとね。そこら辺に対して、大丈夫なんだと

いうなら言ってもらいたいと思うんですけどね。 

 

＜相澤委員長＞ 

その狭さというのはあるかもしれません。その機能をどうやって持たせて、どう動いて

いくかという、その議論がまだないと思うんですが。基本的には、そのジオパークもそう

ですけれども、村の観光推進というのは、観光協会も当然ありますが、振興公社は公社と

して、財団法人のときからそれなりに動いてきたという経過もありますし。物産館は物産

館で観光的な面での物産販売みたいなものをしてきているわけですよね。その流れを、一

元化するにはまとめるということになるわけですから、そのまとめ方がまだ整ってないと

いうのは。プラットフォームは、その、今、議論を重ねているところだと思うんですけれ

ども。基本的には一本化していかなければやっていけないというのは、当然、あるわけで

すね。ですから、その辺の拠点を、今回、森林組合、単騎ではできないので、複合施設に

した場合については、予算が下りてくるということですから、あわせてそういう機能も持

たせたらというような発想だと思うんですね。ただその発想の中で機能する側、いわゆる

そこでやっていく側の人たちの、まだ意見調整というか、いわゆるこういうふうにやるぞ

というのがまだ全然見えてこないというわけですよね。 

 

＜安藤委員＞ 

さあやりましょうといったときには、これでは、今言ったみたいに、とてもじゃないけ
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ど、これでは機能しないということになってしまう。では今度反対に、これじゃとてもだ

めだから一緒にはできないという言い方になってしまうんです。 

 

＜相澤委員長＞ 

一元化のときに、以前に話があったのは、新設するその施設ではなくても、どこか、い

わゆる拠点を借りてもいいんじゃないかというような話も実はあったんですが。ですから、

施設に置くというその拠点よりも、どういう動きをしていくかというのが一番大事なこと

なんで、その辺をどういうふうに、何ていうんだろうな、動かしていくようなことについ

て、今の施設でもいいのか、どこでもいいのかという。 

実際は、今、スキー場の中で観光課がいるんですが、基本的には、冒頭申し上げたとお

り、スキー場がやっている最中は非常にいいんですが、スキー場が終わったときにはやは

り、何ていうんでしょう、一区画外れた部分で窓口もない。結局、窓口とすればホームペ

ージの窓口と電話の窓口しかないということになりますので、フェイス・トウ・フェイス

のその窓口というのはないわけですよね。ですから、それを駅に置く。鈴木さんは、それ

よりも物産館のほうがいいんじゃないかという、そういう意見も・・・ 

 

＜鈴木委員＞ 

それは震災の話、展示の話。だから、敏感でないんです、世の中の動きに。だから一元

化の前に、例えば村の商工観光課でも公社でもいいんですよ。飯山が開通したと、「おいこ

っと」が来たと、では公社はこういうことをしようやと。例えば観光協会はこういうこと

をしようやとかね。村の商工観光課はこういうことをしようかって、どこも出てこないわ

けですよ。そういうのが出てきて引っ張る必要があるわけですよ。ジオパークにしたって、

認定された、されたとは言っているけど、では具体的にどういうふうに日常動いていくの

かと。そういう動きがないわけです。認定されたと、それで何かは、火焔型の土器はまた

つくりますとか、看板は立てますとか、そんなことばっかりはやるわけですよ。職員は配

置しましたって。そうじゃないんだよ。 

村民に向けても、対外的にも、どうアピールをしていくかって、その柱がないわけです

よ。そこをどこが担うのかって、みんなにらめっこして何もしないと。それで「おいこっ

と」の試乗会だけはやりますと。 

 

＜島田村長＞ 

「おいこっと」の話は、私が議会で施政方針のときに10分あるなら、そこで宣伝できる

って言ったんだけど。 

 

＜鈴木委員＞ 

だからそういうのをどこがやるかっていう話なんです。せっかく、「おいこっと」だっ

て停まってくれるんだから。停まらない駅もあるわけだから。それをどう活用するかとい

うところで、私が言っているのは機敏さがないなと言っているわけですよ。この複合施設

ができたら、一元化して何か観光を考えましょうなんて、そういうだらだらやっていては

だめだということ。もうやりながら、動きながら、複合施設もつくっていって実績をつく
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らないと。だってせっかくあるんだから、来ているんだから。 

 

＜島田村長＞ 

そうですよ、森は10分停まるけど、津南なんか通過だからね。 

 

＜鈴木委員＞ 

そうですよ、だから停まらないところもあるんだから、それをどう活かすかっていう、

研究をしなくては。せっかくのチャンス。 

 

＜島田村長＞ 

「おいこっと」で何人降りたとか、ちょっとわかればいいんだけどね、そういうのもね。

あそこの駅の窓口をやっているんだから。 

 

＜鈴木委員＞ 

私、日曜日にやっていて、でも、まだあれも満席にはなってないそうです。土曜日なん

かはもうほとんど十数人ですよ、降りるのはね。日曜日で20人ちょっとぐらい降りている。

列車に乗っている人もいるし。 

 

＜安藤委員＞ 

いっぱい乗っていることは乗っているでしょう。 

 

＜鈴木委員＞ 

でも、満席という感じじゃないですね、２回だけど。 

 

＜島田村長＞ 

いや、降りるというのは、ホームへ降りるだけで、また乗っていっちゃう。 

 

＜鈴木委員＞ 

いや、ホームに降りて、そのポールも見て、あそこ、庭はうろうろしますよ。私、ホー

ムの降りてくるところの玄関にいて、「こんにちは」と言って、会話をしてね。そうしたら

やっぱりパンフを持っていく人はいるわけで。だから、ＪＲとも相談して、森宮野原はこ

ういうところですからって車内放送もしてもらって、降りてもらってね、いや例えばよ、

そういう車内放送だって働きかけなくちゃいけないと思うわけですよ。 

森宮野原駅はどういう宣伝をしているかわからないけど、ただ次は森宮野原駅、と言っ

ているのか、もう少しこう宣伝文句を入れてもらうとかね。そういうのはやっぱり行政と

しても点検して、ＪＲに要求をして、そうするともう少し、乗った人が降りてみようかな

というね。やっぱりそういう興味をどう持たせるかと。そして降りたら、いや、よくいら

っしゃいましたと言って、これ、村のあれですけど、また機会があったら来てくださいと

いうぐらいの呼びかけは、やっぱりやらないと、観光関係や何かこうやっている人たちは

ね。 
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＜斉藤副村長＞ 

去年ですか、おととしだったかな、「おいこっと」と同じような、特別列車が走ったん

ですよね。「農家レストラン」、あのときは、各、通る部分の市町村のＰＲを、今日は市町

村でやってほしいというので、自分は、桑名川、西大滝かな、乗って、そこからずっとこ

こまでしゃべりとおしで来て、ここで降りて、買い物をしてもらったりしたんですけれど

も。そういう機会を今回はしなかったというのも一つ、反省材料としてはあるような気が

するんだけれども。それはまたＪＲと協議しながらね、この次に・・・ 

 

＜安藤委員＞ 

うちらも、あれ、一度乗ろうというんで、今、ちょっと話しているんですけれども。だ

からそれはそれでいいんですけれども。私が言いたいのは、鈴木さんとはちょっと違って、

要するにワンストップ事業、プラットフォーム事業、これでお客さんのために何とかこれ

一元化してやりましょうっていう話をしているのに、それがまだ詰まってないという。そ

れは二の次だと言うかもしれないけれども。それも並行して大事だと思うんですよね、お

客さんの立場になれば。そのために、これは全く機能しないだろうという、せっかくつく

っても。そこら辺もだからどうするんですかと。 

 

＜相澤委員長＞ 

機能しないの。 

 

＜安藤委員＞ 

だって今まで機能しないから、何とかしましょうと言っているわけだ。今、委員長が言

ったように、冬場になればスキー場があるかもしれない、一旦あれでは機能しないからっ

ていうので下へ下ろしてみて、役場へ下りてきてみたけれども、これでもうまくいかない

というんで、やっぱり冬場になるというのでまた戻っちゃった。でも何とかこれしなけれ

ば、お客さんにはよくないと。それで一元化すべきだというので、そういう話をしている

わけでしょう。満足いってないからこういう委員会を立ち上げながらやっているのに、だ

からそれはそれで何とかしてもらいたいと。 

鈴木さんが言っていたように、そっちのサービスはサービスでまたやっていかなくては

いけないことだし。私も１回乗ってみますから。 

 

＜鈴木委員＞ 

だから村が、その、今、観光関係の、総務課長が言ったように、３つを、村の方針とし

てというかね、その３者でもいいですよ、３者で話し合って、一体化していこうかという

合意ができているのか、全くさらで、ただこれからこうしたいという話だけなのかね。だ

から全くないんだったら、もうどこの団体が率先してその駅で宣伝していいんじゃないで

すかって、私は言っている話でね。だから観光事業を一元化していく、だから前も言って

いたけど、商工観光課というのがあるんだから、役場にね。役場の、本来は商工観光課が

観光戦略をつくって、公社や観光協会に、今年はこういう戦略で行くぞと、みんなでこう
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やっていこうよという、キーにならないとだめなんですよ、それは。役場にちゃんとある

んだから、商工観光。 

だから全国の観光事業が、どこが盛っていて、どこが廃れていて、どういうことをした

らって、そういう観光分析もして、それで情報を流して、それで栄村としては、今年度は

こういう入れ込みをしていこうよというリーダーシップをとらないとだめなんですよ。役

場があるんだから、商工観光課ってなっているんだから。 

 

＜斉藤副村長＞ 

正直言って、今まで、今、言われたように、商工観光課、あるいは観光協会、振興公社、

この３者がこの件について集まって議論したということは、私はその場面は１回も体験し

てないけれども。それは自分もいけない部分もあるかもしれませんけれども。今、言われ

たように、やはりそういう関係する皆さんが連携を持って話し合いを詰めていかないと、

せっかくつくった建物が生きなくなってしまうというという懸念は確かにあると思うんで

すね。それは、みんな思いはそれぞれであるわけで、それらを融合した、そういうものは、

さっきの話で、またこれからだなんて言うかもしれないけど、計画どおりだ、やっぱりそ

うじゃないかって言われるかもしれませんけど、そのとおりなんで。それは村の商工観光

課が一応窓口かもしれませんけど、ちょっと課長もダウンしちゃっている状態で、いまい

ちその部分が、そういう機会がないということでありますので、これらは、今日のこの皆

さんのご意見を大切にしながら、そういう機会をできるだけ早くつくっていきたいという

ふうに思います。 

 

＜相澤委員長＞ 

どうしましょう。今日、皆さんで出していただいた意見では、基本的に商工観光課の中

での、これからの栄村の観光についての、やはり方針といいますか、戦略がまだ欠けてい

ると。その中で「おいこっと」は、信越自然郷という広域の観光の中で、飯山を中心とし

た、今、動きが出ている。それから湯沢を中心とした上越新幹線を踏まえた雪国観光圏が、

やはりそれなりの動きをしている。そんな中で、栄村がどういう観光を目指していくのか

という、その観光の方針が具体的にまだ欠けていたのは、ご指摘のとおりだと思います。

そんな関係で、一元化の机だけ並べたって何もならないという話もごもっともだと思うん

ですが。 

ただ、今、これに向かっていかないと、大体今は立ち遅れていますので、その遅れたま

ま、またやっていくのかというのは、一つは、何かここで、踏ん張って何かしなくてはい

けないという、そういう考え方も多分あると思うんですよね。そういう意味では、その拠

点が必要だという、駅前、いわゆるスキー場から下りてくるということがまず第一前提で

すので、その辺から戦略的なものをやはり計画を立てていくという、栄村の観光はどうい

う観光なのかということも、やはりいろいろな考え方もあると思うんですが、それをまと

めて上げていった基本方針をやっぱりつくっていかなければいけないと思いますので、そ

の辺も建設に向けて並行して、やっぱりご努力いただかなければいけないと思いますね。 

ということで、震災施設は、それはできていいんじゃないかと。森林組合さんもいいじ

ゃないかと。ただ中の、基本的な、誰が施設を管理して、その観光の窓口というのは一体
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何をやるんだということが、大きな原因になっているのがわかりましたので、その辺がど

うやってこれから詰めていくかということになろうかと思うんですが。施設の建設につい

ては、全くもう意味がないというご意見の方はいますか。 

 

＜鈴木委員＞ 

もうね、あれだけは、つくらざるを得ないと。 

 

＜島田村長＞ 

こんなことを言ってはいけないが、予算は通っている事業ですから。 

 

＜鈴木委員＞ 

だからつくらざるを得ないと。それで、私はもう最大譲歩して、中身ないんだから、こ

の４つをこう、一つははっきりしている。それを入れないと着手できないんだと。オープ

ンスペースで何にでも使えるよという対応はできないんですかって私は言っているんです

よ。私は議会でもそういう話をしたんですよ。無理やり入れるんじゃなくて、そういう知

恵を使いなさいと。それで、総務課長は知っているけれども、ある自治体、去年、視察に

行ったとき、やっぱりそういう知恵を絞るわけですよ。もうこの施設にこれとこれとこれ

を入れなくちゃ金が来ないからだめだというんじゃなくて、こういうのを入れたいと、入

れる方向でやって、そのオープンスペースにして着工するということができないんですか

っていうことを言っているんですよ。建てちゃいけないとか何とかっていうことを言って

いるんじゃないんです。 

 

＜相澤委員長＞ 

いや、これは議会と違うから、点検した結果、そういうふうになったということは当然

あり得るので。 

 

＜鈴木委員＞ 

だから、それはもう村長の才覚じゃないかと思っているんですよ。 

 

＜島田村長＞ 

だからオープンスペースといったって、それは、ただオープンスペースで広くなってこ

ういうところだけだから、何でもできますよ。 

 

＜鈴木委員＞ 

だからそういうことになって、今、だって観光のワンストップでは狭いとか何とかって

意見が出るわけでしょう。そうするとこの図面どおりに、これ、勝手につくっちゃったら、

応用がきかなくなっちゃうわけじゃないですか。そうすると例えば、３者で一元化して、

では駅前でがんばろうってなったときに、これではスペースが狭いと。だけどもうつくち

ゃったというのでは、せっかくお金をかけたって、何もならないということですよ。そう

いうことも見越して、本当に観光一元化して、なったときに使えると。それで大所帯にな
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れると。そういうやっぱり知恵を出さないと、もう何かみんな真四角になって、これ、ち

びちび、ちびちび入れて、それでやってつくりましたって、後でできませんと。 

だからママカフェだって、平均、来る人、３名ぐらいですよ、３、４名、使っているの

は。稼働率を聞いたり見たりして。それで子どもたち、小さい子がいるから、約10人ぐら

い、ワイワイってなる。それも毎日ではないと。こういう状況ですよ。そういうことを村

が分析してつかんで、それでこのママカフェが必要なんだというんで提案しているのかっ

て、私、さっぱりわからないですよ、そういうのを全然つかんでないだろうと思うんです

よ。ただ何人かに聞いて、ママカフェをほしいと、診療所の２階では、さっき課長からあ

った、漏れちゃうみたいなね、そんなことだけでママカフェをつくりましょうという。私

から言わせると、そういう単純な発想ですよ、この入れ方というのは。だからそういう声

にも対応できると。一元化できても対応できるって、とりあえずはオープンスペースとし

て着手すると。 

 

＜相澤委員長＞ 

何ができるか書かなきゃ。オープンスペースでは何に使うかわからないんだから。何に

使うか明確にして出したほうが・・・。 

 

＜鈴木委員＞ 

いや、違うんですよ、だから基本はこういうことを考えているけれども、まだ定まらな

いから。例えば、だってそういう事実じゃない。例えば一元化していきたいと、こうした

とき、こういったスペースは、これでは狭いと。だからもっとゆとりがあるために、そう

いう、だってそれは話し合いでしょう。だってそうしたら、一元化になりましたって、今

だって単純に出ているから、一元化したらこんなんではスペースが狭いってなるわけだ。

そうするともう最初からそうなっているわけ。そうするとこれは、逆に言えばこれでつく

っちゃえば一元化しなくていいよと、極論すればね。 

 

＜相澤委員長＞ 

いや、だからスペースの問題じゃないと思うんですよ。狭い、広いじゃなくて。 

 

＜鈴木委員＞ 

私は、そういう方向で村は考えて、今、検討して、まだ詰め切ってないから。だからも

っと変な話ね、あるところでは、もうつくって、壁なんか張らないで、悪い話ね、コンパ

ネ１枚こう張って、それでこう区画を整理して、例えば３カ所で使えるスペースとしてつ

くっておくというね、そういう行政ってあるんですよ。実際にやっているんだから。それ

で視察に行っても、そういうのを堂々と話すわけですから。それをどこかがチェックして、

悪い自治体だなんて言ってないわけですよ。それが知恵なんです、知恵。もう最初からこ

うやって、こうやって、ではもうあなた、もし私の集団を使わせてというのを、例えばで

すよ、出てきたら、どうするのという話にもなるわけですよ。本当にいい施設をつくって

くれたから、私のところを入れてと言ってね。 
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＜島田村長＞ 

オープンスペースって書いてあるけど、一応、観光情報・震災記念館って書いてあるか

ら、オープンスペースとは書いてある。だからその辺が、オープンスペースというのが何

だってこうなってくる。２階のこの会議室も結構広いし、あれじゃないの、もしそういう

何か出てくれば入れられるんじゃないか。やりたいというのがあればね。会議室、10メー

ターの７メーター、70平米。 

 

＜鈴木委員＞ 

この会議室は、あれ、黄色になっているのは、村の会議室ということでとるんですか。 

 

＜島田村長＞ 

いや、村っていうわけじゃなく、会議室っていう名前だけで、特にそんな会議を毎日や

っているわけじゃないし。 

 

＜鈴木委員＞ 

いや、そうするとここの運営は、だから森林組合ではなくて、村がやると。 

 

＜島田村長＞ 

もちろん。真ん中を仕切れるという感じですね。 

 

＜総務課長＞ 

この１階の復興展示、それから事務室、観光スペース、この一画は、今、カウンターで

仕切るように、絵柄になっていますけど。ここは、こういう絵柄じゃなくて、全くワンフ

ロアで、大きさ的にはこんな部屋になるんですよね。この大きさで、この中でパーテーシ

ョンで切ることは、それは可能ですけれども。いずれにしても、その建設のタイムスケジ

ュールまでにソフト面がある程度煮詰まらないと、どうにもならなくなっちゃうことはあ

ると。トイレや荷物室まで全部パーテーションで切ることはできませんからね。どこかで

壁で仕切らざるを得ない。 

 

＜鈴木委員＞ 

観光スペースの問題でいうと、私、さっき言ったけど、その震災の資料を置くところを、

道の駅か直売所にできないかという問題なんですよ。そのほうがずっと合理的です。だっ

てそうすれば、このスペースはもっと広くなるんですよ。では直売所の２階や道の駅の２

階は何に活用しようとしているんですかっていう話なんですよ。ずっとあの遊ばせておく

んですかっていう。むしろあれだけ人が寄るんだから、どっちかの２階に、私は持ってい

くべきだと思っています。わざわざ森の駅の人の来ないところに何で置くのかという。そ

の考えがわからないんです。だって私はそれを移しただけでも、そうしたらワンストップ

になったとき、この広さはとれますよ、事務所として、十分に。 

 

＜安藤委員＞ 
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一時、あれですね、そういって、一時、物産館のところも、２階の畳のところを全部、

震災のパネルも張ったりしたんですよね。今、ないですけど。明日、また法人会の総会で、

あそこを使うのかな、ちょっと小さいけど。 

 

＜鈴木委員＞ 

それこそ、さっきも言ったけど、直売所と道の駅を、もっと人を集める上では、そのほ

うが私はベストだと思う。本当に多くの人に見てもらえると思うので。 

見ながら、下でいっぱい買い物をしてもらうと。で、来た人に、こういう震災があって、

今、みんなかんばっているんですと、ぜひ栄村の品物を買ってくださいと、この一言で十

分ですよ、上を見て。 

 

＜島田村長＞ 

それはまあそうだ。 

 

＜鈴木委員＞ 

そんなにしゃべらなくたって、上を見てね、ぜひ上を見て、私たち、こういう震災を受

けてこんな苦労して、今、今日に来ているんですよって言ってね、ぜひ栄村の物産を買っ

てくださいと。 

 

＜斉藤副村長＞ 

道の駅の、例えばの話ですよ、私、今、思っただけの話ですけど。道の駅の２階に、い

わゆるその観光のワンストップのとまりとしての道の駅ですから、わざわざ復興の展示を

見に来るという、道の駅の２階ではないわけなんで。その仮に道の駅の２階に展示すると

しても、パネル展示ですとか、そういったことでも十分足りると思うんですよね。道の駅

の２階での展示は。ただ、そこでの流れと、その流れを、前から言われている森の商店街

への、どうつなげるかという課題も、観光部門では提起されているわけですよね。その部

分もどうやって賄うかという問題ははらんでいる。 

 

＜鈴木委員＞ 

だからそれをね、私も何度も言っているけど、道の駅の流れを、どうこの森の商店街に

入れるかっていうね、これはもう何年も言ってきている課題なんです。それで私なんかは、

絵手紙が来たときに、黒板塀を道の駅からずっと森の商店街に誘導して絵手紙を張って、

こういう村なんですって、こっちにこういうものがありますよっていう、写真パネルを空

いた家とかに張ったときも、そういう話はしていますよ。ただ、あのパネル、あんな隅っ

こじゃなくて、あれもいいんだけど、国道端にこう張ってね、それでこっちにこういう商

店街があるんですよっていう、もう誘導しなければだめですよ。わざわざその展示を見に

来るなんていうのは、ものすごい至難のわざですよ。そんなに簡単に言っているけど。だ

って、絵手紙だって、こうね、ああいう傾向は、人通りが多いところは、道の駅みたいな

ところは、黙っていても人が来るわけですよ。こういうところは、さっきだから言ったの、

「おいこっと」が来ようが、何しようが、何もしないと。何もしないでいて、これをつく
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ったから見に来るなんていう単純な発想ではだめですよと言っているわけですよ。今から

もうそういう流れを、ではどうつくるんだと。道の駅からの流れと、ＪＲで降りた人の流

れを。その話はずっと来たときから言っていたんですよ。だからそこの話なんです。 

 

＜相澤委員長＞ 

道の駅は、大勢、これから多分来るというのは、予想はつくわけですけれども。そこで、

ついでによかったら２階へ上がってくださいというのと、やはり拠点をつくっておいて、

そこに、絵手紙もそうだし、高橋まゆみさんもそうです、拠点をつくってそこへ行かせる

という、一つ、それも手なんですよね。 

 

＜鈴木委員＞ 

だからそういうのを考えだけど、見えないという。 

 

＜相澤委員長＞ 

だからそこを、もう少しこうがっちりしたアイデアで固めていかなくてはいけないと思

うんですけど、それがないから、鈴木さんのように責められても、返答がしようがないと

いうのが、だと思うんですね。それでも、駅前もやはり一つの玄関ですので、駅前の活性

というのは、もう何十年前からも言われていて、なかなかそれが実行しないんですが。せ

めて森の駅前というのは、栄村の玄関ということになれば、やはり何らかの形で整備をし

ていく必要も当然あるわけですから、この施設の投入も、それに一助をかけているんだと

いうことになればいいんですが、なかなか予算がつかないから、これをつくると予算が下

りますよというような説明だと、やっぱりちょっと心苦しいかなというふうに思いますの

で。やはりこういう施設をつくって運営していくということになると、何をやるんだって

いう、やっぱりそこが弱いのが栄村なんですね。ですから、その辺の部分もやっぱりちょ

っと補強していただいて、予算も通っているということでありますが、我が復興推進委員

会では、その辺、議論を重ねて、もう少し一元化に向けた商工観光のやっぱり基本的な戦

略は欠けていると。その部分について、もう少し強く柱を持ってやっぱり挑んでほしいと

いうようなことでまとめたらどうでしょうかね。 

森林組合さんは、物販のほうは、この２階が例えばできておさまったとすれば、物販の

ほうはどうなるんですか、これ。 

 

＜桑原委員＞ 

今の展示面積は小さく、一時期よりは品物等も少なくなっているので、２階の中で工夫

すれば何とかなると思います。 

 

＜相澤委員長＞ 

これ、個人的な話なんですが、森林組合さんのこういう鉈も含めて非常にいいので、そ

こらのホームセンターへ行って買うより、森林組合さんへ行ったほうがやっぱりいいもの

が買えるので、それがあっちへ行ったりこっちへ行ったりしても、非常に私にも使いにく

いというのがありますから。駅でそれが間に合うようになれば非常にぐあいいいなという
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ふうに思うんですけれどもね。 

ほかにどうでしょう。 

 

＜安藤委員＞ 

森商工振興会では、ご存じのように村にも、それから議会にも、駅前活性化を強くお願

いしたいということで、それでお願いはしてあるんだけれども。そういう中で、こうやっ

て、これでどうだと言っているんで、こういう形でも来ているんで。私たちもその中で、

会議の中では、ないよりもやっぱり少しでも、例えば森林組合さんが来ても、常時、５人、

６人はいますし、全員合わせれば、作業員もちょっと30人からいるなんて、そういう人が

何らかの形でこう来てくれるわけで、それだけでも一つのにぎわいにはなるから、ないよ

りあったほうがいいんでぜひお願いしますっていう形はとってきたんです。ですから、そ

ういう意味で、今、委員長が言われたように、足りないところを何とかうまくいくように

足して、それで成功するようにぜひお願いしたいなと思います。 

それともう一つは、さっき鈴木委員のほうから言われたように、委員長のほうで言われ

ましたけれども、下からの通りをずっとこう、絵手紙なり、そういうものでやれっていう

ことですけれども。商工会のほうでは、パネルに入れたものをああいう形で全部で20個用

意して張ったわけですけれども。国道沿いというのは、例えばあそこに、国道沿いに張る

というのは無理なんですよね。また、送ってくれた人に失礼な話で、車ですっと通るだけ

で張ってあったというので。あそこには全部、その送ってくれた人の、もう番号から名前

から全部入っちゃっているんで。そういう人は、書いてくれた人はそこに行って見られる

ようになっているわけなんで。だから、誘導的にこっちへ入ってくるような形をとればよ

かったかなというのは、鈴木委員の話を聞いている中で思ったんで。また今年も間もなく

きっと張るような形になると思うんで、それはそういう形にしたいなと思っていますけど。 

今、失礼だけど、もうちょっと、ぜひあそこへ行ってみようという形があれば、高橋ま

ゆみ展じゃないけれども、そこまでしなくたって、すっと入っていってくれるわけですよ

ね。だけどそれがまだ力が足りないとすれば、そういう形を今度とってみようという形は

できると思いますので。 

 

＜相澤委員長＞ 

特にあといいですか。 

 

＜鈴木委員＞ 

私もこれは見に行ってきたけど、やっぱり物語をつくっているんですよ。ただ資料室を

つくったからいらっしゃいじゃなくて、やっぱりこう震災の、本当に簡易でいいから物語

を伝える、それでこういうのがあるよという部分を誘導していかないと、ただ展示場があ

りますというだけでは、なかなかこう人が集まらないという。そういう研究もぜひしてほ

しいというふうには思っていますけれども。 

 

＜島田村長＞ 

役場のフロアに。千羽鶴だとか、絵手紙だとかいただいたもの。ああいうのをみんなこ
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こへ飾らなきゃ。 

 

＜相澤委員長＞ 

震災当時のやつは、「結（ゆい）」でやったやつは、私は全部預かっていますので、必要

があれば提供できると思います。それとこれは、ハイテクか何かで、例えば映像で見せる

とか何とかという、そういうのは考えていらっしゃるのかな。特にないですかね。 

 

＜総務課長＞ 

具体的な展示の仕方については、これから勉強して、またお諮りをしますけれども。 

 

＜相澤委員長＞ 

はい、ということでございますので、よろしいですか。 

 

＜島田村長＞ 

いろいろお聞きしたから、また参考にさせてもらいます。 

 

＜安藤委員＞ 

それでは最後にでは一つ、すみません。これ、つくるやつは、やっぱり地元にそういう

大きいものをつくるというときには、それなりに地元の人によく説明をお願いしたいとい

うことで、以前、南雲係長に来てもらったり、たまたまうちのほうの役員になっていると

いうんで、小林係長からもちょっと話を聞いたりしたんですけれども。地元でもやっぱり

それなりに意見を持っている人はいっぱいいますので、そういう場を設けてもらいたいと

いうことです。 

 

＜島田村長＞ 

それは何かやったんじゃない。 

 

＜安藤委員＞ 

こういうふうにやりますっていうことだけでもいいから、決まりましたということでも

いいですから。よそから見たんじゃなくて、じかに聞かせてやってもらいたいということ

です。 

 

＜鈴木委員＞ 

地元が、おらほの施設というふうにならないと、他人事になっちゃうんですよ。やっぱ

り森の施設で財産なんだと、それで震災のスペースもあると、子どもたちも来るんだと。

で、みんなで抱えて、この施設を作っていく、それがつくれないと、何か誰か来て家をつ

くって、勝手に誰かがそこに住んでいるみたいな話になっては、地元はね。そういう意味

で、やっぱり地元に丁寧な説明をしないと、おらが施設ってならないと、もう勝手に使え

みたいなんでは大変だと思うんですよ。 
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＜相澤委員長＞ 

その辺、よろしくお願いします。それでは次に進みます。 

 

２）栄村震災復興特別基金事業について 

① 平成26年度栄村震災復興特別基金事業実績 

② 平成27年度栄村震災復興特別基金事業計画 

 

＜相澤委員長＞ 

栄村震災復興特別基金事業についてということで、26年度、27年度、お願いいたします。

では説明のほう、お願いします。 

 

＜総務課長＞ 

資料６ページ、７ページをお願いいたします。この復興特別基金は、東日本大震災の一

連の地震の関係で、長野県北部地震もその関係ということで、国から10億円の使い切りと

いうパターンで下りてきているものであります。そのうち約５億円が栄村へ既に交付をさ

れてきておりまして、その基金をどのように使ったかという一覧表でございます。26年度

分、それから27年度計画分ということでございます。それでこれは27年度の予算ベースで

ございますので、これを全部使い切りますと、現段階で交付された復興特別基金は残額が

ゼロになりますので、さらに県に、残額分を交付して次の段階にまた進めたいということ

で、申請をしていくという流れになるわけでございまして。 

26年度、これは確定数字でございます。事業費１億4,400万円余のもの対して、基金充

当が１億3,823万6,000円ということでございます。27年度につきましても、複合施設を含

めて３億7,200万円計画で、基金充当額は２億7,147万2,000円という計画で進めております

けれども。27年度については、入札等やる中で、金額が下がったり、それから計画を見直

す中で増えたりということで増減してきますので、この辺は確定数字ではございませんけ

れども、名前としてはこの名前で進めていくということでございます。基金については以

上でございます。 

 

＜相澤委員長＞ 

26年度、27年度の基金についてのご説明をいただきましたが・・・ 

 

＜総務課長＞ 

すみません、もう一回、７ページでございますけれども。当初、先ほどお話がありまし

たように、奥じゃなくて、複合施設ですね、奥ではなくて、手前側の左口の空き地にとい

うことで考えておりますので、奥については、駐車場を拡大しようと、拡張しようという

ことで2,000万円計上してございますけれども。これが、複合施設を奥につくるということ

になりますので、これ、一本化になるか、駐車場整備事業が減額されるか、その辺等が、

この２つが一本になるということで動くというふうにご理解をお願いいたします。 

 

＜相澤委員長＞ 
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皆さんのほうからどうでしょう。 

 

＜鈴木委員＞ 

一つだけ、ＬＥＤ、締め切ったですよね。 

 

＜総務課長＞ 

要望はね。 

 

＜鈴木委員＞ 

それで出ましたか、ほとんどの集落。 

 

＜総務課長＞ 

出たと思います。なるべくお盆までに明るくしたいと思っています。 

 

＜安藤委員＞ 

すみません、今のこと、ちょっといいですか。あれ、要望を出すんですか。 

 

＜島田村長＞ 

区長を通じて調べています。地区に幾つあるか。 

 

＜安藤委員＞ 

そうですか。それ、順番にどういう形でやってくれるんですか。順次でしょうか。 

 

＜総務課長＞ 

発注は地区ごとにある程度分けて、水内ですとか、白鳥ですとか・・・ 

 

＜安藤委員＞ 

ではやるときは大体一気に、いっぱいあるから。 

 

＜総務課長＞ 

順次、進めていきます。１業者で村内全部というわけにもいかないので。 

 

＜安藤委員＞ 

そうすると順番がね。それはお盆くらいまでには。 

 

＜総務課長＞ 

お盆前には全部完成したいということです。あまり送っちゃうと、戦略的に効果がない

ものですから、効果を早く出したいということです。 

 

＜相澤委員長＞ 
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ちょっといいですか。６ページの地域資源の活用・産業の創造の中で、栄村着地型観光

推進事業、これ、サポートパックなどを補助をしているんですが。この間、津南町の観光

関係の人に会ったら、切明のリクエストが非常に多いというようなことを聞いているんで

すが。切明は３軒、この販促サポートパックをやっていますが。その辺、こういい結果が

出ているように感じていらっしゃるのか、どうですか、その辺、商工観光課。 

 

＜企業観光係長＞ 

加入した施設に伺うと、宿泊予約の８０％ほどがインターネットからの予約と聞いてお

ります。この販促サポートパックは、「じゃらんネット」のインターネット宿紹介のオプシ

ョンに係る費用の補助ですが、聞くところによると雪あかりさんとリバーサイドさんでは

「じゃらん」以外に「楽天」ほか２社経由でインターネット予約できる入口を活用してや

っているということですので、インターネットでの効果はあるというふうに感じておりま

す。 

 

＜相澤委員長＞ 

はい、ありがとうございました。皆さんのほうからほかにどうでしょうかね。この際、

聞いておきたいという方は。はい、渡辺さん、どうぞ。 

 

＜渡辺委員＞ 

７ページの小水力発電導入推進事業って書いてあるんだけど、今現在、地域水源のやつ

はもうなくなちゃったんですか。 

 

＜総務課長＞ 

今現在、そこの小水力発電の調査をしているのは、坪野地区です。 

 

＜渡辺委員＞ 

そこだけ。 

 

＜総務課長＞ 

ええ。調査をやるのも通年やらなければいけないんで、何百万円というお金がかかりま

すから。 

 

＜渡辺委員＞ 

坪野の堰（せぎ）のことですか。 

 

＜総務課長＞ 

ええ、天代川から取水して集落の上を通っている、堰から落として発電をできるかどう

かということを、今、調査をしております。 

 

＜渡辺委員＞ 
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まだ、それでは調査の段階ということなんですか。 

 

＜総務課長＞ 

そうですね。まるまる１年、水量調査をしないと、安定的かどうか結果が出ませんので。 

 

＜相澤委員長＞ 

あれはあの農業用水との併用ということになりますので。ちょっと複雑にはなっており

ますが。流量調査だけはきちっと１年間通じてやらなきゃいけないということで、今、継

続してやってもらっております。いいですか。鈴木さん、どうぞ。 

 

＜鈴木委員＞ 

最後にさっきも言った直売所の２階と道の駅、当面使ってないんだったら、パネルでも

写真でも、震災のを張って、それで見てもらうと。そういう訓練をしておいて、先にちょ

っと見て、そうしたら本格的なのは森の駅にこうできましたよと。やっぱり流れを誘導す

る訓練を、今からこうやっておいてもらって、本当にもっと大変な資料はこっちにありま

すよという関係を、今からつくってほしい。だから、今、空けておいてももったいないん

で、そういうちょっと仕掛けができたらつくって、２階も見てもらって、買い物もしても

らって、今度、本格的にできたやつは森駅前にありますよという人の流れを、みんなをこ

う誘導できるような素地はつくっておく必要があるだろうというふうに思うので、それは

できたらお願いします。 

 

＜島田村長＞ 

道の駅だって使わないばかりじゃなくて、昼食会場になったり会議などつかっています。 

 

＜産業建設課長＞ 

直売所のほうも、現状、ワンスペースであるんですが。組合の集まる、会議をする場所

というのはないんです。事務室的なところが一切。ですので、仕切ってでもそういった活

用をしようと。ただ、遠い将来、あそこは総２階じゃないんです。遠い将来には総２階的

な活用をできる構造にはしてあるので、そういったことも含めて、利活という部分では、

使えるところはフルに使っていくと考えていきたいと思います。 

 

＜総務課長＞ 

今のご提案については、物産センターのほうへ提案をして、利活用いいですよというこ

とであれば、手を打ちたいと思います。 

 

＜相澤委員長＞ 

よろしいですか。 

 

６ その他 
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＜相澤委員長＞ 

それでは、その他のところがありますが、その他は、事務局のほうで。なし、そうです

か。皆さんはいいですか。 

それでは、委員会のほうで皆さんにはいろいろご意見を賜りました。また、事務局はま

とめて、また皆さんにお伝えし、ホームページのほうにもまた掲載をすることになろうか

と思いますが、よろしくお願いいたします。 

あと次回というか、これはもういいんですね。これで大きな柱は。あと流れとすれば、

基本的には、できたものが、完成したものがあるので、それの報告を受けるというような

形になるんですかね。 

 

＜総務課長＞ 

その辺、順次、詰めていきますので、詰まった段階で、また第８回以降、お願いするこ

とになると思います。 

 

＜相澤委員長＞ 

ということになるということでございます。 

 

７ 閉  会 

 

＜相澤委員長＞ 

それでは、皆さんのほうでその他もないようでございますので、以上で第７回の栄村復

興推進委員会を閉じます。ご苦労さまでございました。 

 


